
【様式】

所在地 主たる事業

大阪府大阪市 発泡スチロール
の製造・販売業

当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：

№

1 A ①

2 A ③

3 Ｆ ①

4

5

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 役職 氏名

PR欄

・発泡スチロールのリーディングカンパニーとして、全国に１４の生産工場を有し、研究開発から金型設計・制作・生産・販売まで一
貫体制でお客様のご要望にお応えします。
・お客様との共同開発が当社の製品開発のモットーです。
・お客様のご要望にお応えする為、金型を内製化しています。
・詳しくはホームページ　http://www.toho-eps.com　をご参照ください。　　　　　担当部署　事業開発本部　　阿部

物流の改善提案と協力
・取引先や物流業者などから運転者の手作業での荷降ろしの削減や付帯作業の合理化、物流の軽量化等について要請や相談が
有った場合は真摯に協議し積極的に改善提案します。

・取引先や物流業者などに軽量（約２㌔）で強度もあり作業性も良い「発泡スチロール製パレット（ＥＰＳパレット）」などの活用を推進
し、女性や高齢者等も働き易い職場環境や労働環境・コスト軽減の改善を提案します。またお客様の用途やご希望に合わせカスタ
マイズして行きます。

取組内容

パレット等の活用提案

製品の特性や運送効率を考慮し
た製品の提案

ホームページ

http://www.toho-eps.com

・発泡スチロールの特性（緩衝性・断熱性・軽量など）を活かした容器や積載効率を大幅に改善した組立式の「ヒンジＢＯＸ」など積
極的に提案し物流の改善を提案していきます。

トーホー工業株式会社 代表取締役 近藤　大輔

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善
に取り組みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行い
ます。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
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